
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）人件費には、特別職（市長、副市長、市議会議員等）に支給される給料、報酬などを含む。

（２）職員給与費の状況（各会計決算）

　　　　　　　

（注）１　各職員数については２３年４月１日の職員数である。
      ２　給与費は２３年度決算の額である。
　　　３　職員手当には子ども手当、退職手当を含まない。
      ４　特別会計とは下水道・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の各事業を合わせた会計である。
   　 ５　特別職（市長、副市長、市議会議員）は含まない。

(３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。
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２　一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）
　　　　 （単位　：　円）

（注）　給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

円 円

歳 円 円 円

（注）１　一般行政職とは、税務職、福祉職、消防職、企業職、教育職、医療職及び技能労務職以外のものである。

　　　　②技能労務職

（注）１　「平均給料月額」とは、２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外手当　、特殊勤務　　　　 
　　　　手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含ま　　　

　　　　れていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

      ３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、

　　　　給与改定特例法による措置がないとした場合の値である。

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全一致しているものではない。

※ 上記の平均年齢・平均給料は企業会計職員（病院、水道、工業用水道事業職員）は含んでいない。

（2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）

円 円

円 円

円 円

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）

人

人

人

人

人

人

人

（注）１　高砂市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

      ３　上記の職員数には企業会計職員（病院・水道・工業用水道事業職員）は含まない。

  

（2)昇給への勤務成績の反映状況

・勤務成績は反映していない

５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

（平成23年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　期末手当 勤勉手当 　　期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況

・副課長以上の管理職については、成績率を導入

214

職制上の段階、職務の級等による加算措置　　　

・役職加算　　5％～15％

2.60

・管理職加算　10％～25％

・役職加算　　　5％～20％

1,462

（平成23年度支給割合）

千円

・管理職加算　10％～25％

・役職加算　　　5％～20％

1.35 2.60

3.6

千円

　　　　　％

1,752

職制上の段階、職務の級等による加算措置　

2.6 5.4

兵　　庫　　県

―

14
事務員・技術員

高　　　砂　　　市

１　　級

１人当たり平均支給額（平成２３年度）

標準的な職務内容

17.9

　　　　　％

７　　級

５　　級

3.413

23

４　　級

区　　分

３　　級

２　　級 事務吏員・技術吏員

６　　級

係長・主任

部長・室長・局長

次長・室長・局長

事務吏員・技術吏員

職員数

　　　　　％

32

55.4

　　　　　％

職制上の段階、職務の級等による加算措置　　有

国

　　　％

57.1

　　　％

21 0.5

14

　　　　％

5年前の構成比

　　　　％

　　　　％

5.7

2.7

　　　　％

69

構成比

　　　　％　　　％

（平成23年度支給割合）

１人当たり平均支給額（平成２３年度）

　　　％

6.98.3

　　　　　％

6.0

　　　　　％
課長・主幹・副課長

　　　　　％

　　　　％

　　　％

1年前の構成比

　　　％

3.1

6.7

　　　％

17.7 23.7

　　　　％

1.35 2.60

5.4

1.35

48

5.9
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３級8.3% ３級6.9% ３級14.0% 

４級55.4% ４級57.1% ４級48.0% 

５級17.9% ５級17.7% ５級23.7% 

６級6.0% ６級6.7% ６級5.7% 
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（2) 退職手当（平成２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（平成２４年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

    

 (4) 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

高　　　　　　　　　　　砂　　　　　　　　　　　市

従事した日1日につき300円

月額１,000円

41.34

30.55

47.50

33.50 41.34

国

葬祭、ごみ収集、リサイクル施
設管理、し尿収集業務

従事した日1日につき200円

廃棄物処理技術管理者
手当

1回につき1,500円

福祉部生活福祉課において、
訪問指導、相談及び保護その
他の措置等の業務

月額2,000円

従事した日1日につき100円

行旅死亡人の移送、埋葬等の
業務

59.28

59.28

月額2,000円

月額１,000円

主な支給対象業務

179,163

作業主任手当

児童学園に勤務する保育士（専任園長
を除く。）

葬祭業務、ごみ収集業務、ﾘｻｲｸﾙ施設
管理業務及びし尿収集業務に従事す
る作業主任である職員

葬祭業務、ごみ収集業務、ﾘｻｲｸﾙ施設
管理業務及びし尿収集業務及び道路
補修業務に従事する監督である職員

月額1,000円ボイラー運転手当

児童学園保育士手当

労働安全衛生法の規定より選任された
ボイラー取扱作業主任者でボイラー運
転業務に従事した職員

監督手当

その他の加算措置

59.28

59.28

支給対象地域

23.50

747

23.50

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の規定により選任された技術管理者

30.55

（定年前早期退職特例措置として2％から２０％を加算）

33.50

59.28

4,707

（定年前早期退職特例措置として2％から２０％を加算）

26,337

支給実績（２３年度決算）

葬祭用祭壇の飾付け又は片付けの業
務に従事した職員

千円

96,758

26,033

129,529

公有地の取得買収交渉業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度）

公有地取得買収手当

主な支給対象職員

労働安全衛生法の規定より、酸素欠乏
危険場所における作業について選任さ
れた作業主任者

主任技術者手当

酸欠等作業主任手当

行旅死亡人の移送、埋葬等の業務に
従事した職員

公有地の取得買収交渉に従事した職
員

行旅死亡人取扱手当

感染症防疫手当 感染症の防疫に従事した職員

支給率

全市域

支給実績（平成２３年度決算）

電気事業法の規定により選任された主
任技術者

手当の名称

3

手当の種類（手当数）（平成２４年４月１日）

6

59.28

47.50

　勧奨・定年

福祉部生活福祉課に所属する職員で、
訪問指導、相談及び保護その他の措
置等の業務に従事した職員

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

月額5,000円

19.7

月額１,000円

左記職員に対する支給単価

28

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算）

24時間の交替制勤務職場において、
深夜に勤務を割り振られている職員

交替勤務手当
24時間の交替制勤務職場にお
いて、深夜に勤務を割り振られ
ている業務

感染症の防疫業務

葬祭業務手当

社会福祉業務手当

国の制度（支給率）支給対象職員

葬祭、ごみ収集、リサイクル施
設管理、し尿収集業務、道路
補修業務

従事した日1日につき500円

月額2,000円
ただし道路補修業務について

は月額1,000円

葬祭用祭壇の飾付け又は片付
けの業務

4



 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

従事した日1日につき200円

1回につき200円
ただし救急救命士の資格を有
する者が、救急救命処置を
行った場合にあっては300円
を加算

救急以外の災害のため出動
し、災害対策業務に従事したと
き

害虫等の駆除のための薬剤散
布作業

従事した日1日につき100円

人を搬送するための公用自動
車（乗車定員が11名以上のも
のに限る）の運転業務

従事した日1日につき5,000
円。ただし、勤務した時間が4
時間以下の場合には2,500円

従事した日1回につき300円

ごみ又はし尿の処理作業に従事した職
員

従事した日1日につき1,000円

正規の勤務時間外に緊急の呼
び出しにより出勤を命じられた
浸水対策、道路補修等の緊急
作業又は苦情処理業務

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 23 年 度 決 算 ）

従事した日1日につき100円

従事した日1日につき１00円

156,859

171,713

254

訪問による市税、保険料、使用料、手
数料等の滞納金の徴収業務に一日2時
間以上従事した職員

12月31日及び1月1日から同月
3日までの日に勤務を割り振ら
れ、又は、勤務を命じられ、所
定の業務に従事したとき

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 22 年 度 決 算 ）

12月31日及び1月1日から同月3日まで
の日に勤務を割り振られ、又は、勤務を
命じられ、所定の業務に従事した職員

訪問による市税、保険料、使用
料、手数料等の滞納金の徴収
業務

287

従事した日1日につき200円

従事した日1日につき600円

従事した日1日につき200円

ごみの分別収集業務又は粗大
ごみの分別処理業務

従事した日1日につき1,500円

1回につき250円
ただし業務に従事した時間が
2時間を越える場合にあって
は、250円を加算

従事した日1日につき300円

従事した日1日につき350円

収骨業務に直接従事

特殊用途自動車の運転に常時従事す
る職員が公道において運行を行った場
合に支給する。

年末年始手当

徴収業務手当

支 給 実 績 （ 平 成 22 年 度 決 算 ）

害虫防除作業手当

管渠清掃業務に従事した職員

消防本部及び消防署に勤務する職員
で救急以外の災害のため出動し、災害
対策に従事した職員

清掃業務手当

霊きゅう用乗合自動車による遺がい又
は遺骨の輸送に従事した職員

救急出動手当

消防出動手当

消防本部及び消防署に勤務する職員
で救急のため出動し、救急活動に従事
した職員

支 給 実 績 （ 平 成 23 年 度 決 算 ）

大型自動車運転手当

特殊自動車運転手当

人を搬送するため公用自動車（乗車定
員が11名以上のものに限る）の運転業
務に従事した職員

緊急呼出手当

害虫等の駆除のため、薬剤散布作業
に従事した職員

正規の勤務時間外に緊急の呼び出し
により出勤を命じられ、浸水対策、道路
補修等の緊急作業又は苦情処理業務
に従事した職員

ごみの分別収集業務又は粗大ごみの
分別処理業務に直接従事した職員

下水道業務手当

産汚染物等取扱手当

収骨業務手当

火葬業務に直接従事した職員

遺がい遺骨業務手当

産汚物、医療汚物、犬猫類の遺がい等
の取扱業務に従事した職員

収骨業務に直接従事した職員

産汚物、医療汚物、犬猫類の
遺がい等の取扱業務

火葬業務手当

分別処理手当

公道における特殊用途自動車
運行業務

救急のため出動し、救急活動
業務に従事したとき

ごみ又は、し尿の処理業務

零きゅう用乗り合自動車による
遺がい又は遺骨の輸送業務

管渠清掃業務

火葬業務に直接従事
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（6) その他の手当（平成２４年４月１日現在）

(3)配偶者を有しない場合の
一人目の扶養親族

60ｷﾛ以上　　　　　　　24,500円

(1)交通機関等利用者

との異同
国の制度 国の制度と

異なる内容

給料月額
に25/100を
超えない範
囲で職責に
応じた一定
率を乗じて
得た額

支給実績

９８，６４９千円

（２３年度決算）

10ｷﾛ以上15ｷﾛ未満　 6,500円

(2)配偶者以外の扶養親族

　　同じ

5,000円を加算

35ｷﾛ以上40ｷﾛ未満　18,500円

管理職手当

住居手当

通勤手当

(2)自宅居住者　　　　　4,000円

(4)16歳の年度初めから22歳年
度末までの子

45ｷﾛ以上50ｷﾛ未満　21,800円

5ｷﾛ以上10ｷﾛ未満　　4,100円

９７，５９４千円

参事（部長級）　　　  80,000円　　　　　　　

                          11,000円

50ｷﾛ以上55ｷﾛ未満　22,700円

異なる

扶養手当

40ｷﾛ以上45ｷﾛ未満　20,900円

異なる

                            6,500円

(1)配偶者　　　　　　　13,000円

内容及び支給単価手　当　名

次長・参事（次長級） 75,000円　　　　　　　

15ｷﾛ以上20ｷﾛ未満　 8,900円

2ｷﾛ未満　　　　　　　　　　　0円

最高支給限度額　　　55,000円

(1)借家居住者
（家賃に応じて支給）

2ｷﾛ以上5ｷﾛ未満　　　2,000円

20ｷﾛ以上25ｷﾛ未満　11,300円

最高支給限度額　　　27,000
円

30ｷﾛ以上35ｷﾛ未満　16,100円

55ｷﾛ以上60ｷﾛ未満　23,600円

３４，０６３千円同じ

(2)自動車等利用者

25ｷﾛ以上30ｷﾛ未満　13,700円

部長,　局長　　　  　103,000円

副課長　　　　 　　　　39,000円　　

課長、主幹　　　　　　57,000円　　　　

国の自宅
居住者へ
の支給は平
成２１年１２
月より廃止

４０，１２４千円
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６　特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

3.90 月分 1.875月分

3.90 月分 1.875月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）１　退職手当の「１期の手当額」は、退職時の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

※ 上記の職員数には教育長を含む。

832,000円　／　520,000円

629,000円　／　345,900円

575,000円　／　302,300円

6

△ 1 工務業務の減

7

522,000円　／　278,200円

0

426

318

675

93

105 △ 7

△ 11

市 長

3

　〈参考〉人口１万人当たり職員数　　　49.42人
　（類似団体の人口１万人当たりの職員数　53.96人）

青年の家の指定管理者制度導入など

575,000

　　（２３年度支給割合）

（参考）　類似団体における最高／最低額

522,000

議 長 629,000

区 分

副 市 長

1,095
合　　計

△ 16

土木

△ 3

△ 10

15

135

0

0

水　　道

病　　院

平成23年

130

35

138

0

　　　 　832,000　×　　48月　×　0.25　　　　　　＝　　　　9,984,000　　　　　　　　　　任期ごと

　　給料月額　×　在職月数　×　支給率

　　（２３年度支給割合）

主な増減理由

1

2

420

43

15

2

職 員 数 対前年
増減数

6月期

△ 1

2.025月分12月期

84

小　　計

教育部門

一
般
行
政
部
門

94

下水道

0

30

52

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

1

その他

農林水産

労働

商工

小　計

小　計

29

659

30

給

料

報

酬

副 市 長

議会

備　　　　考

市 長

副 市 長

副 議 長

副 議 長

普
通
会
計
部
門

市 長

期
末
手
当

退
職
手
当

消防部門

税務

総務

民生

衛生

議 員

議 長

議 員

832,000

1,012,000

　　　1,012,000　×　　48月　×　0.41　　　　　　＝　　　19,916,160　　　　　　　　　　任期ごと　　

12月期 2.025月分

98

34

466

10

55

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成24年

業務増による

　〈参考〉人口１万人当たり職員数　　　69.88人
　（類似団体の人口１万人当たりの職員数　72.48人）

給 料 月 額 等

130

10

保育所業務の見直し

6月期

0

325

2

[1,437]

95

477

29

1,085

42

納税部門の業務見直し

斎場の指定管理者制度導入、美化業務の見直し

治水対策室の新設

医療・看護業務の増

1,012,000円　／　440,000円

0

　〈参考〉人口１万人当たり職員数　　　115.06人△ 10
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（2)年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）

　

（注）　上記の職員数には教育長を含む。

(3)職員数の推移

（単位　：　人・％）

（注）　上記の職員数には教育長を含む。

△９２　　（△１２．３　％）

２４年

教　育

477

105

過去5年間

の増減数（率）

△５４　　（△１０．４　％）

総合計

１９年 ２０年 ２１年

普通会計計

公営企業等会計計

２３年

△４３　　（△３０．５　％）

５　　（　　５．６　％）

２２年

1,085

60歳

人

計

人

△６９　　（△１３．９　％）

人

～

91

124 2163 149108

51歳 以上

職員数

2

人

1,246

495

H２４ 43

△１６１　　（△１２．９　％）

70

420436

675

区　分

479

1,214

735

116

1,095

92

141

28歳

～

513

130

～

24歳

93

497

消　防

人人人

68

123

人

137

人

88

～

20歳 20歳

一般行政

　　　　　　　　　年度
部　門　別

90

23歳 27歳未満

～ ～

32歳
～

711

1,160

520

751

35歳

人

487

人

466

39歳31歳

36歳

449

695

1,131

43歳

～

56歳52歳40歳

1,085

131

48歳44歳

～

92

55歳 59歳

98

人 人

47歳

95

659

426

～

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比 

５年前の構成

比 

% 

8


